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指定居宅介護支援 
重要事項説明書 兼 個人情報使用同意書 

 

〈令和６年４月１日更新〉 

 

１．八戸市医師会在宅介護支援センターの概要 

（１）当法人の概要 

名称 (法人種別 ) 一般社団法人 八戸市医師会 

代 表 者 氏 名 会長 熊谷 俊一 

所   在   地 八戸市田向三丁目６番２０号 

電      話 ０１７８－３８－５１３０ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０１７８－３８－５２７０ 

 

（２）提供できる居宅サービスの種類と地域 

サ ー ビ ス の 種 類 居宅介護支援  

事 業 所 名 八戸市医師会在宅介護支援センター  

所 在 地 〒031－0081 八戸市柏崎六丁目２６番１号 

電 話 番 号 ０１７８－７１－２２５１ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０１７８－４４－９９４６ 

事 業 所 番 号 指定事業所番号 ０２７０３００７３４ 

サービスを提供する地域 八戸市内にお住まいの方 

（但し相談により八戸市の区域以外でもサービスに応じる場合もあり） 

 

（３）当事業所の職員体制  

 管理者氏名： 桑原 寛子 

職   名 資 格 常 勤 非常勤 兼務の別 合 計 業 務 内 容 

管  理  者 

(主任介護支援専門員) 
社会福祉士 １名  あり １名 

業務の管理 

居宅介護支援業務 

主任介護支援専門員 社会福祉士 ２名  なし ２名 居宅介護支援業務 

合    計  ３名   ３名  

 

 

（４）サービスの提供時間 

平      日 午前９時～午後５時 

土   曜   日 午前９時～午後０時３０分 

休   業   日 日曜日・祝日・年末年始１２月２９日～１月３日 

医師会長が必要と認めた日 

 

（５）連絡体制 ・当事業所は 24 時間電話での連絡体制をとっています。 

         電話番号 ０１７８－７１－２２５１ 

※介護支援専門員が対応し、職員不在時及び営業時間外は携帯電話へ転送となり 

ます。 
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２．当事業所の運営方針 

（１）運営の方針 

① 当事業は、利用者が要介護状態等となった場合でも、可能な限り居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行います。 

② 当事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基

づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために適切な保健医療サービス及び

福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 

③ 当事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立っ

て、提供する指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に偏ること

がないよう、公正中立に行います。 

 ④ 当事業所の運営にあたっては、関係市町村、医療機関、地域包括支援センター（高齢者支

援センター）、老人介護支援センター、他の指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連

携に務めて行います。 

（２）当事業所が提供するサービス内容 

① 居宅サービス計画の作成 

利用者のご家庭を訪問し、利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、

その方の状態にあった適切な介護保険サービス、その他必要な保健医療サービス・福祉サー

ビスなどが利用できるよう計画を作成します。 

なお、居宅サービス計画書に位置付ける指定介護サービス事業者等について、複数の事業

の紹介を求めることができます。 

また、当事業所が前６カ月に作成した居宅サービス計画書の訪問介護、通所介護、地域密

着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙の通りです。 

② 居宅サービス計画の交付 

居宅サービス計画を作成した際には、当該計画を利用者及び当該計画に位置付けた指定介

護サービス等の担当者に交付します。 

なお、当該指定介護サービス事業所等を居宅サービス計画書に位置付けた理由を求めるこ

とができます。 

 【居宅サービス計画の作成の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提

供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供するうえでの留意事項を

盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

 

２）居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定介護サービス事

業者等に関するサービス内容、利用料金等の情報を適正に利用者又はその家族に対

し提供し、利用者のサービスの選択を求めます。 

１）事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画書の作成に関する業務を担当さ 

せます。 

４）介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅介 

護サービス等について、保険給付の対象になるか否かを区分したうえで、その種類、 

内容、利用料金等についてご利用者及びその家族に対して説明し、利用者の同意を得 

たうえで決定するものとします。 
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③ 居宅サービス計画作成後のサービス提供 

    利用者及びその家族等、指定介護サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービ 

ス計画の実施状況を把握します。また、居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供で 

きるよう指定介護サービス等との連絡調整を行います。 

利用者の意思を踏まえて、要介護認定の申請等に必要な援助を行います。 

④ 居宅サービス計画の変更 

    利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅サービス計画の変更 

が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更し 

ます。 

⑤ 居宅サービス計画の評価 

    居宅サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況につい 

て評価を行います。 

⑥ 介護保険施設への紹介 

    利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、又は利用者 

が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、利用者の要介護認定に関わる申請に 

ついて必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 

⑦ 医療機関との連携 

・ 利用者が入院した場合は、入院先の医療機関へ担当の介護支援専門員の氏名等を提供する

よう利用者又はその家族へ依頼します。 

・ 担当の介護支援専門員は医療機関が求める情報提供を行い、退院調整について対応しま

す。 

・ 利用者が医療系サービスを希望した場合は、利用者の同意を得て主治医等に意見を求め、

その主治医等に対して居宅サービス計画を交付します。 

・ 他の介護サービス事業所等から伝達を受けた利用者の口腔に関する問題や服薬状況、担当

の介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について主治医・歯科医師・薬剤師に必

要な情報伝達をします。 

 

 （３）サービスの利用に関する留意事項 

事    項 備        考 

介護支援専門員 変更を希望される方はお申し出ください。 

調査〈課題分析〉の方法 MDS‐HC 2.0 による課題分析を行っています。 

介護支援専門員の研修 八戸市介護保険課・八戸市地域包括支援センター・青森県健康福祉

部介護保険課・地域での事例検討会等の研修に参加しています。 

１）担当職員について 

   利用者の状況を考慮し担当職員を決定します。 

 ２) 担当職員の交代 

  ① 事業所の都合により、担当職員を交代することがあります。担当職員を交代する場合は、 

   利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

② 利用者からの交代の申し出 

    選任された担当職員の交代を希望する場合には、当該担当職員が業務上不適当と認められ 

る事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して担当職員の交替を申し出 

ることができます。ただし、利用者から特定の担当職員の指名はできません。 
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 ３）その他 

   職員に対しての金銭の贈与、贈り物や飲食物等の提供はお断りしております。 

 

３．利用料金 

（１）利用料 

   要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されますので、基本的に自己負担はあ

りません。ただし、利用者に介護保険料の滞納等がある場合、当該指定居宅介護支援に関わる

費用の全額をお支払いいただき、居宅介護支援提供証明書を発行するという形をとらせていた

だく場合もあります。 

基 本 料 金 区分 取扱い件数 要介護 1・2 要介護 3・4・5 

 

居宅介護支援費（Ⅰ） 

ⅰ 45 件未満 10,860 円/

月 

14,110 円/月 

ⅱ 45 件以上 

60 件未満 

 5,440 円/

月 

 7,040 円/月 

ⅲ 60 件以上  3,260 円/

月 

 4,220 円/月 

初   回   加   算 

（新規及び要介護状態区分 

２段階以上変更時） 

 

要介護 １．２．３．４．５ 

 

 

３，０００円／月 

入院時情報連携加算(Ⅰ) 要介護 １．２．３．４．５ ２，５００円／月 

入院時情報連携加算(Ⅱ) 要介護 １．２．３．４．５ ２，０００円／月 

退院・退所加算（Ⅰ）イ 要介護 １．２．３．４．５ ４，５００円／月 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 要介護 １．２．３．４．５ ６，０００円／月 

退院・退所加算（Ⅱ）イ 要介護 １．２．３．４．５ ６，０００円／月 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 要介護 １．２．３．４．５ ７，５００円／月 

退院・退所加算（Ⅲ） 要介護 １．２．３．４．５ ９，０００円／月 

通院時情報連携加算 要介護 １．２．３．４．５   ５００円／月 

緊急時等居宅 

カンファレンス加算 
要介護 １．２．３．４．５ 

２，０００円／月 

(１か月に２回を限度) 

特定事業所加算（Ⅰ） 要介護 １．２．３．４．５ ５,１９０／月 

特定事業所加算（Ⅱ） 要介護 １．２．３．４．５ ４,２１０／月 

特定事業所加算（Ⅲ） 要介護 １．２．３．４．５ ３,２３０／月 

特定事業所加算（A） 要介護 １．２．３．４．５ １,１４０／月 

特定事業所医療介護 

連携加算 
要介護 １．２．３．４．５ １，２５０／月 

特定事業所集中減算 要介護 １．２．３．４．５ (－) ２，０００円／月 

ﾀｰﾐﾅﾙｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算 要介護 １．２．３．４．５ ４,０００／月 

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位点数の 1.0％減算 

業務継続計画未実施減算（令和 7 年 3 月 31 日まで経過措置） 所定単位点数の 1.0％減算 
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（２）交通費 

    八戸市内にお住まいの方は無料です。 

 

（３）その他 

   料金の支払方法 

    料金が発生する場合、月ごとの清算とし、毎月１０日前までに前月分の請求をいたします

ので、月末までにお支払いください。お支払い方法は、現金集金させていただきます。 

４.サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

   契約の有効期間は契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約

満了の７日前までに利用者から契約終了の申入れがない場合は、契約は同じ条件で更新され、

継続してサービスを利用することができます。ただし、以下のような事項に該当するに至った

場合には当事業所との契約は終了とします。 

① 利用者が死亡した場合 

② 利用者の要介護区分が、非該当（自立）、事業対象者、要支援と認定された場合 

③ 利用者が介護保険施設に入所した場合、または医療施設へ入院した場合 

④ 本契約に基づき適法に解除された場合 

 （1）利用者からの解除の申出 

    契約の有効期間であっても利用者から利用契約を解除することができます。 

    その場合には、契約終了を希望する日の７日までに事業者に通知するものとします。 

    ただし、以下の場合には即時に契約解除することができます。 

① 事業者及び従業員が正当な理由がなく本契約に定める指定介護支援等を実施しない

場合 

② 事業者及び従業員が守秘義務に違反した場合 

③ 事業者及び従業員が故意又は過失により利用者の身体・財物・名誉等を傷つけ、又

は著しい不信行為、その他本契約を継続し難い重大な事情が認められる場合 

（2）事業者からの契約解除の申出 

以下の事由に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

① 指定居宅介護支援の提供にあたり、利用者がその心身の状況及び病歴等の重要事項

について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続し

難い重大な事情が認められる場合 

② 利用者が、故意または重大な過失により事業者及び従業員は他の利用者等の生命・

身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことになどによって、本

契約を継続し難い重大な事情が認められる場合 

 

５．虐待防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げる   

とおり必要な措置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

   [虐待防止に関する担当者]： 管理者 桑原 寛子 

（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹

底を図っています。 

（３）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（４）職員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

 



6 

（５）サービス提供中に、当事務所職員又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しま

す。 

 

６．サービス内容にする苦情 

（１）事業所に対する相談・窓口 

    担 当 者  桑 原 寛 子 

    電  話  ０１７８－７１－２２５１ ＦＡＸ ０１７８－４４－９９４６ 

    受 付 日  月～金曜日（ただし、１２月２９日～１月３日を除く） 

    受付時間  午前９時～午後５時 

    居宅サービス等についての苦情は窓口として担当者が対応します。 

担当者が不在の時でも、基本的な事項について当事業所介護支援専門員誰でも対応できる 

ようにしています。   

 

（２）その他 

    事業所以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合の相談・苦情窓口等に

苦情を伝えることができます。 

① 八戸市庁介護保険課   所在地 青森県八戸市内丸一丁目 1 番 1 号 

             電話  ０１７８－４３－２１１１（代） 

② 国民健康保険団体連合会 所在地 青森県青森市新町二丁目 4-1 青森県共同ビル 3F 

             電話  ０１７－７２３－１３３６ 

③ 青森県社会福祉協議会  所在地  青森県青森市中央三丁目 20-30 

             電話  ０１７－７３１－３０３９ 

７．緊急時の対応方法 

利用者の家族に連絡し、ご家族の指示に従います。また、急病等で救急搬送を必要と判断した

場合は主治医・家族に連絡して救急車の出動を依頼します。 

 

連 

 

絡 

 

先 

氏  名（続柄） 住    所 電話番号 

   

   

主

治

医 

 

災

害

時

避

難

先 

※近隣の指定避難先及び公共施設・家族間で決められている場所等 
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８．事故発生時の防止策及び事故発生時の対応方法 

  サービス提供中に事故が発生した場合は、利用者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置

を講じ、利用者がお住まいの市町村、家族、その他関係機関等に連絡を行います。 

  また、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、その原因を解明  

し、再発防止の対策を講じます。 

  利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償をいたします。ただし利用

者又はその家族に重大な過失が認められる時は、賠償額を減額する場合があります。 

   

９．秘密の保持について 

（１）事業者及び従事員は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及びその家族の秘密をも 

らしません。（守秘義務）      

（２）事業者及び従事員は、退職後も正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及びその家族の 

秘密をもらしません。 

（３）事業所の従事員は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用い 

る場合は、事前に同意を得るものとします。 

 

10．記録の整備について 

（１）事業者は指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、契約が完結した日か 

ら５年間保存します。 

（２）利用者は、事業者営業時間内にその事業所にて、サービス実施記録を閲覧できるととも

に、その複写物の交付を受けることができます。 

（３）利用者が他の指定居宅支援事業所の利用を希望する場合、その他利用者から申し出があっ 

  た場合は、利用者に対し直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しま

す。 

 

11．個人情報の使用について 

  利用者及びその家族の個人情報の使用については、下記により必要最小限の範囲内で使用させ

ていただきます。 

（１）使用する目的 

① 居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当

者会議及び介護サービス事業所間との連絡調整等において必要な場合 

② 上記（１）の他、介護支援専門員と介護サービス事業所又は主治医及び関係医療機関

その他関係者との連絡調整等のために必要な場合。 

③ 介護報酬請求事務及び管理運営業務のため。 

（２）個人情報を提供する事業所 

   ① 利用者が提供を受ける介護サービス事業所 

② 病院または診療所 

③ その他関係機関 

（３）使用する期間 

     契約で定める期間 

（４）使用する条件 

①個人情報の利用については、必要最低限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当 

たっては関係者以外の者に洩れることのないよう細心の注意を払います。 

②個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過を記録します。 
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重要事項説明書兼個人情報使用同意書 

 利 用 者 

  私（利用者）及びその家族は、本書面により、事業者から居宅介護支援について重要事項 

及び個人情報使用の説明を受けるとともに、居宅介護支援の開始並びに、個人情報の使用に 

ついて同意します。 

                         令和   年   月   日 

【利 用 者】 

       住所                           

 

       氏名                          印 

 

【代 理 人】（利用者との関係：            ） 

       住所                           

 

       氏名                          印  

 

【家族の代表】（続柄：        ） 

 

       住所                           

 

       氏名                          印  

    

【署名代筆者】（続柄：         ） 

 

       住所                           

 

       氏名                          印 

 

利用者は、心身の状況等により署名できないため、利用者本人の意思を確認のうえ、 

        私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。 

 

 

事 業 所 

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者やその家族の方々にサービス内容及び重要事項 

並びに個人情報の使用について文書に基づき説明し、その内容を承諾いただきました。 

 

【 事業所名 】  八戸市医師会在宅介護支援センター 

【事業所住所】  八戸市柏崎六丁目 26 番 1 号 

 

【説明者氏名】  氏名                        印 

 


